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本年９月25日、長崎市内の高齢者宅に対してデパートや

家電量販店の従業員を名乗る不審電話が連続してかかっ

てきています。

不審電話の内容は、

・ あなたのクレジットカーﾄﾞが不正利用されています。

・ 数十万円分の商品を購入されています。

などと言い、その後、警察官を名乗る者から電話があり、

・ あなたは不正利用の被害に遭っています。

・ 銀行協会の者に報告しておきます。

などというものです。

その後の可能性として、銀行協会を名乗る犯人が実際に

自宅を訪れ、｢あなたのキャッシュカードは古いので新しい

カードに変える。｣などとうそを言い、キャッシュカードや通

帳をだまし取ろうとすることが考えられます。

今後、長崎県内全域で同様の不審電話がかかってくる

おそれがありますので、だまされないように注意してくださ

い。

・ 警察官や銀行協会の職員が、通帳やキャッシュ
カードを預かることはありませんので、絶対に渡さな
いでください。
・ 警察官を名乗る電話であっても、お金の話が出たら
すぐに電話を切り、最寄りの警察署に相談しましょう。
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